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ソフトウェア使用許諾約定書 

 

重要－本ソフトウェア使用許諾約定書（以下「本約定書」といいます。）には本製品（下記に定義されます。）

をご使用するにあたっての注意事項が記されています。本製品をインストールされる前に必ず最終行まで

ご一読ください。 

 

株式会社ビーイング（以下「弊社」といいます。）が提供する本製品のご使用を希望されるお客様が本製品

を本製品のインストール画面からインストールされる場合に、当該インストール画面において、本約定書

上の次へボタンを押していただくことにより、お客様が本約定書の内容を承諾いただいたものとし、お客

様と弊社との間において下記条項による本製品の使用許諾契約が成立するものとします。本約定書に同意

されない場合、弊社はお客様に対して、本製品のインストール及びその使用を許諾できません。本約定書

の内容にご同意いただけない場合は、キャンセルボタンをクリックして本約定書の画面を閉じてください。 

 

記 

第１条＜定義＞ 

「本製品」とは、お客様がご購入された下記ソフトウェアの媒体及び関連資料ならびに複製物をあわせて

いいます。 

ソフトウェア名 ＢｅｉｎｇＣａｂｉｎｅｔ 

本製品のバージョンアップ版、その他一切のプログラムまたはサービスの提供の有無、提供時期、提供方

法についてはすべて弊社の判断に基づき決定させて頂きます。また、本製品に関する料金または有償無償

の決定は弊社に帰属します。弊社は、本製品のバージョンアップ版（オペレーティングシステムの更新に

伴う本製品の変更・更新を含みます。）の提供を必ずしもお約束するものではありません。 

 

第２条＜使用許諾＞ 

弊社はお客様に対し、本製品の契約期間中に限り、本製品の譲渡不能、非独占的使用権を許諾するものと

します。 

 

第３条＜権利の帰属＞ 

本製品に関する著作権その他の一切の知的財産権及びその所有権はすべて弊社に帰属します。お客様は、

本約定書に定められた以外の方法で、本製品を使用することはできません。 

 

第４条＜使用条件＞ 

１．本製品は次のいずれかの条件を満たした場合のみ使用することができます。 

（１）お客様が管理している施設の構内で運用するサーバーPCにインストールする。 

（２）Amazon Web Services の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)で運用するサーバーPCにイ 

ンストールする。 
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２．お客様は、本約定書に基づき、お客様に対して許諾された使用権の範囲内で、本製品を使用するユー

ザーをお客様において登録することができます（以下「登録ユーザー」といいます。）。登録ユーザー

として登録された方のみ、本製品を使用することができます。  

３．お客様は、前項の使用条件に従い、ネットワークを通じて、お客様の PCから本製品をインストールし

ているサーバーPCを参照し、データを送受信することができます。 

４．本製品は、弊社の他の製品や弊社が提供する他のサービス（以下「弊社他製品等」といいます。）をご

使用になる目的においてのみご使用いただけます。 

 

第５条＜禁止事項＞ 

お客様は、本製品を本製品が動作可能なコンピュータにおいて使用するものとし、次の各号の行為を行っ

てはならないものとします。 

（１）本製品を複製し、翻訳し、公表し、変更し、展示し、放送しあるいは送信すること。 

（２）弊社より許諾を受けたライセンス数を超える数のユーザーに本製品を同時使用させること。 

（３）目的の如何を問わず、本製品に関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等

すること。 

（４）弊社が本製品に付した著作権表示、商標、営業表示等を、弊社の書面による承諾を得ることなく他

の商品に使用し、あるいはこれを抹消し、不明確にすること。 

（５）本約定書に基づき許諾された使用権を、有償・無償を問わず第三者に譲渡すること。 

（６）本製品の全部または一部を第三者に提供したり使用させたりすること。本製品を使用して得られた

結果をお客様の顧客に提供する場合を除き、データ（複製物、記録媒体、ハードコピーを含みます。）

の全部または一部を第三者に譲渡、貸与、公表、送信もしくは提供し、または使用もしくは複製さ

せること。ただし、お客様の従業員その他お客様の支配のもとにある者に使用させる場合は、この

限りではありません。 

（７）本約定書に定める以外の方法で、本製品を使用すること。本製品を複製し、翻案し、分割し、変更

を加えること、ならびに弊社または第三者の著作権を侵害する行為を行うこと（かかる侵害行為に

より弊社または第三者に損害が生じた場合は、お客様はその賠償の責任を負うこととします。）。 

（８）お客様の識別情報（ユーザーID）を第三者へ開示・提供すること。 

（９）本約定書に違反した契約情報の不正使用の一切。  

 

第６条＜違反時の措置＞ 

お客様が、本約定書の条項に違反して本製品を使用した時は、弊社はお客様に対して、その使用の中止及

び違法に複製・翻案された製品の廃棄、またはかかる製品がハードディスク、ＣＤ、フロッピーディスク、

サーバーその他の記憶装置に記録されている場合はその消去を求めることができます。なお、お客様の本

約定書違反により弊社に損害が生じた時には、お客様は、弊社が被ったその損害を賠償する責任を負いま

す。 

第７条＜利用停止＞ 
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本製品を、第 4条 1項 2号に基づき Amazon Web Services（以下「AWS」といいます。）の Amazon Elastic Compute 

Cloud (Amazon EC2)で運用するサーバーPC にインストールして使用する場合、AWS の障害により、本製品

が利用できなくなる場合があります。弊社は、AWS を含む外部システムに起因する障害等（本製品の利用

停止を含みますが、これに限りません。）によってお客様または第三者に損害が生じた場合であっても、一

切責任を負うものではありません。 

 

第８条＜保証範囲＞ 

１． 弊社は、お客様が本製品を弊社他製品等と一緒にお受け取りになった日から 30 日に限り、本製品に

物理的な重大な欠陥（磁気の消滅、破壊など）があった場合には無料で交換します。ただし、当該欠

陥が、お客様の用法違反によって生じた場合はこの限りではありません。 

２． 弊社は、本製品の機能がお客様の特定目的に適合することを保証するものではなく、またいかなる場

合にもお客様が本製品を使用した運用結果に関して一切の責任を負うものではありません。 

３． 本製品に関する弊社の一切の責任及び品質保証は第１項に規定するものに限られるものとし、本製品

の修補または損害（お客様のデータの消失により生じる損害も含みますが、これに限りません。）の

補償若しくは填補には応じかねます。 

４． 弊社は、第１項を唯一の保証責任とし、品質及び性能に関するリスクはお客様の負担となります。本

製品の品質及び性能に関し発生する問題はお客様の費用負担をもって処理することとします。 

 

第９条＜適用範囲＞ 

１． 本製品のバージョンアップ版が提供された場合、本約定書の規定はそのバージョンアップ製品にも適

用されるものとします。ただし、かかるバージョンアップ製品に対する使用許諾約定書を弊社が別途

準備し、本約定書と異なる規定をした場合は、この限りではありません。 

２．お客様は、自己の従業員その他お客様の支配のもとで、本製品を使用するすべての者に対して本約定

書を遵守させる義務を負います。 

 

第 10条＜免責事項＞ 

１． 弊社はお客様のデータ消失について一切責任を負いません。お客様は、自らの責任でお客様の入力さ

れたデータを定期的にバックアップするものとします。 

２． お客様は、コンピュータの性能、メモリ容量、通信回線等のご使用環境により本製品の作動状態は左

右される旨を了承するものとし、これらのご使用環境を原因とする不具合等の発生については、弊社

は一切免責されるものとします。 

３． 不正アクセス対策、ウィルス対策はお客様の責任において行ってください。弊社はお客様のご相談に

は応じますが、万一トラブルが発生した場合も、弊社は一切免責されるものとします。 

 

第 11条＜弊社他製品等＞ 

弊社他製品等には本製品と連動するものがありますが、弊社は自らの判断により、かかる弊社製品やサー
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ビスを随時変更、追加または廃止することができ、かかる変更または追加後の弊社製品やサービスが本製

品と連動することを保証するものではありません。また、本製品と連動する各弊社他製品等をご利用にな

る際は、別途各弊社他製品等の規定に従って取り扱われる場合があります。 

 

第 12条＜ユーザー情報の管理＞ 

１． 弊社は、お客様が弊社にご登録されたユーザー情報を、弊社個人情報保護指針に基づき適切に取扱い

ます。お客様は、弊社個人情報保護指針に基づき弊社がユーザー情報を取扱うことに同意するものと

します。 

２． お客様は、弊社がユーザー情報をユーザー管理、サポートサービスの提供、弊社の新サービス及び新

企画の案内等のダイレクトメールに必要な範囲内で利用することに同意するものとします。 

３． お客様から弊社に対し、電子メール等の送信により、前項のダイレクトメールの受信、受取りを拒否

する通知がなされた場合、弊社がかかる通知受領以降、弊社は当該行為を行わないものとします。 

 

第 13条＜アカウント及びパスワードの管理＞ 

１． お客様は、本製品の利用にあたり、お客様において登録ユーザーのアカウント及びパスワード（以下

まとめて「接続ＩＤ」といいます。）を作成できますが、その使用及び管理について一切の責任を負

うものとします。 

２． お客様は、接続ＩＤを複数人での使いまわし、貸与・譲渡・販売・質入等をしてはならないものとし

ます。 

３． お客様は、接続ＩＤの盗難、使用上の過誤、第三者の使用等に起因するすべての問題について一切の

責任を負いその全てを解決するものとし、弊社は一切責任を負いません。 

４． お客様の接続ＩＤを使用した本製品の利用やそれに伴う一切の行為は（お客様ご本人が関与しない場

合であっても接続ＩＤにより個人認証をされた場合を含みます。）、当該利用や行為がお客様ご本人の

利用あるいは行為であるか否かを問わず、お客様ご本人による利用あるいは行為であるとみなし、当

該利用あるいは行為によりお客様ご本人または第三者に損害が発生した場合であっても、お客様の故

意過失の有無にかかわらず弊社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第 14条＜契約終了後の措置＞ 

１． 本約定書は弊社他製品等のソフトウェア使用許諾約定書またはサービス利用規約（以下、総称して｢原

約定書｣といいます。）の使用許諾期間の終了またはその解除と同時に終了するものとします。ただし、

終了後も第３条、第５条、第６条、第８条、第 10 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条及び第 16 条の規

定は、その性質に反しない限り、有効に存続するものとします。 

２． お客様が本約定書のいずれかの条項に違反した時、または弊社の著作権及びその他の権利を侵害した

時は、弊社は本約定書を解除し、お客様のご使用を終了させることができます。 

３． お客様は、本許諾書をいつでも終了することができます。この場合、お客様は第４項以下の規定に従

った措置をとるものとします。 
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４． 本約定書が終了もしくは解除された場合お客様は本製品の使用を直ちに中止し、本製品がハードディ

スク、ＣＤ、フロッピーディスク、サーバーその他の記憶装置に記録されている場合、これを消去す

るものとします。また、弊社が請求する場合は、お客様は速やかにお客様のご負担で本製品を弊社に

返却頂くものとし、本契約の終了もしくは解除後にお客様は本製品を使用し、譲渡し、転売し、貸与

しまたは第三者に対して再使用許諾することはできません。 

５． 本約定書が解除または終了された場合、お客様の本約定書及び本約定書に付帯する保証等の一切の権

利は無効となり、弊社はお客様よりお預かりした代金の一切を返金いたしません。 

 

第 15条＜約定書の変更＞ 

弊社は、弊社が必要と認めた場合に、本約定書を変更することがあります。本約定書を変更する場合は、

変更後の約定書の施行時期及び内容を弊社ホームページに掲示、その他適切な方法により周知します。お

客様が、本約定書の変更後に本製品を使用された場合、本約定書の変更に同意したものとみなします。 

 

第 16条＜管轄裁判所＞ 

本製品に関するすべての紛争は、弊社の本店所在地を管轄とする裁判所の管轄とします。 

 

以上 


